
 

国史跡百舌鳥古墳群保存管理計画（H27） 国史跡百舌鳥古墳群保存活用計画 新たに追加検討する事項 

はじめに…1 
第１章沿革と目的  

１．計画策定の沿革…2 
２．計画策定の目的 
３．計画対象範囲 

４．計画の位置付け…4 
５．保存整備委員会の設置と審議の経過 

 
第１章  沿革と目的  

１．計画策定の沿革（背景・経緯） 
２．計画の目的（現状･課題、保存･活用方針） 
３．委員会の設置・経緯（名簿、審議経過） 

４．他の計画との関係(上位計画,土地利用計画) 
５．計画の実施(実施発行日) 

 
 

第２章史跡の概要と保存管理状況 

１．百舌鳥古墳群の概要…7 
２．指定に至る経過…12 
３．史跡指定の状況…13 

（１）指定概要…13 
（２）指定地の現状…31 
４．古墳群を取り巻く社会的状況…36 

（１）関連法規制 
（２）上位計画と関連計画…44 
５．各古墳の概要 

第２章    史跡の概要 

１．指定に至る経緯(追加経緯、現在に至るも) 
２．史跡指定の状況 
（１）指定告示(告示内容) 

（２）指定説明文とその範囲(指定範囲図も) 
（３）指定に至る調査成果(自然歴史社会調査) 
（４）指定地の状況（所有,管理、公有化経緯） 

 

・追加指定２基と追加指定（範囲拡大）1基
分の図面追加 
 

・平成25年以降調査成果と追加指定２基
調査成果を掲載 

第３章保存管理 
１．保存管理の基本方針…131 

（１）史跡の特性 
（２）保存管理の目標 
（３）保存管理の基本方針 

２．史跡を構成する諸要素…134 
（１）史跡の構成要素 
（２）史跡の周辺地域の環境を構成する 

諸要素…135 
（３）史跡の価値に関連する諸要素 
３．地区区分…156 

４．保存管理の方法…166 
（１）地区ごとの保存管理 
（２）地区ごとの基本的保存管理 

（３）各古墳の保存管理…168 
（４）植生管理…179 
（５）各古墳の植生管理…180 

５．現状変更の取扱基準…198 
（１）史跡の現状変更 
（２）現状変更に該当しない行為…199 

（３）市による現状変更の許可が必要な行為 
（４）現状変更の取扱い…200 
（５）現状変更許可基準…201 

（６）地区別の現状変更許可基準…202 
（７）各古墳の現状変更許可基準…204 
６．公有化・追加指定…208 

（１）指定地の公有化 
（２）追加指定 

第3章 史跡等の本質的価値 
１．史跡等の本質的価値の明示 

２．新たな価値評価の視点の明示(視点の進化) 
３．構成要素の特定（表～構成諸要素と以外と 

周辺) 

第４章 現状・課題 
１．保存（保存・管理） 
２．活用 

３．整備(修理、施設整備も含む) 
４．運営・体制の整備（人員・組織,進め方方法） 
第５章 大綱・基本方針 

１．望ましい将来像 
２．基本方針 
 保存、活用、整備、運営・体制 

第６章 保存（保存管理） 
１．方向性 
２．方法 

（１）具体的な保存の手法 

（２）現状変更の取扱方針及び取扱基準 

（３）指定地外の周辺環境を構成する諸要素の 

保存・管理の具体的手法 

（４）第三種地区の追加指定の考え方(進め方) 

（５）公有化(進め方) 

 

 
・本質的価値を項目整理 

・新たな価値評価の視点の明示 
（世界の顕著な普遍的価値を踏まえた価
値の再整理） 

・構成諸要素の特定の整理 
・現状・課題 各項目（保存・活用・整備・運
営体制）の整理 

・保存・管理、整備、運営・体制の現状と課
題の整理(特に活用、整備、運営･体制) 
 

 
 
・従来の史跡指定地のみでなく新たな第三

種地区も含めた将来像の検討 
 
 

 
・史跡指定地と第三種地区に基づいた保
存・管理、追加指定、公有化の方法の再

検討 

第４章周辺環境の一体的保全 
１．史跡の周辺環境を構成する諸要素…209 
２．周辺環境の一体的保全の方法…210 

（１）「百舌鳥・古市古墳群」世界文化遺産登録に
あたっての緩衝地帯の考え方 
（２）堺市における環境保全に係わる施策…211 

（３）保全の方法 
３．周辺住民生活との調和…216 

  

第５章 整備と公開・活用 
１．基本方針…217 
（１）整備 

（２）公開・活用 
（３）情報発信 
２．整備の推進方法…218 

（１）段階的な整備 
（２）整備のための組織づくり…219 
３．各古墳の整備の考え方 

第７章活用 
１．方向性 
２．方法（学校教育・大学連携、社会教育地域社

会の活性化、地域内外の活用観光） 
第８章整備 
１．方向性 

２．方法(①保存の為、②活用の為、③実施期
間･手順) 

 
・顕著な普遍的価値を考慮した整備方法
の検討。 

・世界遺産登録の際の勧告に従い、整備
計画を改めて整理。 
・整備・活用の方向性を記載、各古墳の考

え方について再整理。 

第６章 運営方法と体制整備の方針 
１．保存管理体制の整備と役割分担…223 
２．保存管理の体制 

３．市民と連携した管理運営 
４．持続的運営のための定期的確認…225 

第9章 運営・体制の整備 
1．方向性 
2．手法（短期、中長期の展望） 

第10章施策の実施計画の策定・実施 
第6章～9章施策項目の道筋・期間(短・中長期) 

 
 
 

施策項目の実施計画の総括表の作成 

 第1１章経過観察 
１．方向性 
２．方法 

経過観察項目観点の調整検討 

資料２－２ 


